
 佐賀県知事指定講習 

令和３年度「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」 
 

本研修会は、法定団体（※）である一般社団法人佐賀県建築士事務所協会及び一般社団法人日本建築士事務所協会連合会が、

建築士法第 27条の 2第 7項に基づく研修として実施するものです。またこの研修会は、佐賀県知事の指定を受けております。 

本研修会は建築士の開設者・管理建築士の方に、事務所の管理・運営をスムーズに進めていただく手助け

となるよう、当協会が主催するものです。 

建築士法の改正により開設者と管理建築士の役割・責任は一段と重くなり、最新の技術や法制度への精通

が業務委託者（施主）から求められています。 

任意受講ではありますが建築士事務所の運営管理や労務・財務管理、また建築関係の紛争事例・予防対策等、

実務的な講義内容になっております。 

開設者及び管理建築士の方は、5年毎の事務所登録更新の機会に合わせて本研修会を定期的に受講される

ことをお勧めします。 

また、新規建築士事務所の登録された方、新たに登録をお考えの方も是非この機会に受講いただき、事務

所の円滑な運営にお役立て下さい。 

（※）一般社団法人佐賀県建築士事務所協会及び一般社団法人日本建築士事務所協会連合会は、建築士法（平成21年1月5日

施行）により建築士法第 27条の 2第 1項及び第 2項に位置付けられた団体です。 

※本研修会は、法定講習（建築士法第 22条の 2に基づく“建築士定期講習”、及び同第 24条第 2項に基づく“管理建築士講

習”）ではありません。 

１．日時・会場・定員 

日     時 会    場 定  員 

令和 ４年 ３月１５日（火）  

【受付】９：３０～  

【講習】１０：００～ １６：５０ 

佐賀市文化会館 イベントホール 

佐賀市日の出 1丁目 21-10 

Tel 0952-32-3000 

１００名 

（先着順） 

 

２．主    催   （一社）日本建築士事務所協会連合会（一社）佐賀県建築士事務所協会 

３．受講対象者   佐賀県知事登録を受けている建築士事務所の開設者及び管理建築士 

※該当しない方でもご希望であれば受講が出来ます 

 

４．使用テキスト  「これからの建築士事務所の経営と展望」※研修会当日、配布します 

 

５．受  講  料  佐賀県建築士事務所協会会員・・・１３，０００円 
会員外 ・・・１６，０００円 

※テキスト代・昼食代・消費税含む 

6．申込締切日 

令和 ４年 3 月 8 日（火）１６時迄  ＦＡＸでお申込みをお願いいたします 

※受付は土日祝日を除く  

※テキスト準備の関係上、申込期限は厳守して下さい（定員に達し次第締めきらせて頂きます） 

 

7．申込方法    
下記口座に受講料をお振込後 ①申込書②受講料の領収書等のコピー を一緒にＦＡＸして下さい。 

  

佐賀銀行県庁支店 （普）１５１１８９６ 

一般社団法人佐賀県建築士事務所協会  会長 内田
ウ チ ダ

 要
カナメ

 

 

※振込手数料は各自ご負担ください。※既納の受講料は返金しかねます。 

※貴事務所に申込者が複数いらっしゃいましたら、申込書をコピーしてお使いください。 

※申込締切後、申込書の写しを受講券としてＦＡＸで返却しますので、当日必ず持参して下さい。講習日の 5 日前に

なっても受講券が届いていない場合は、当協会までご連絡ください。 



 

8．ＣＰＤ認定 5単位予定 
 本研修会は、下記 CPD 制度の共通認定プログラム（特別認定講習）として申請予定です。 

【建築 CPD 情報提供制度、JIACPD 制度、建築士会 CPD 制度、建築設備士関係団体 

CPD 制度、APEC アーキテクト、APEC エンジニア、建築施工管理 CPD 制度】  
 

※当日 CPD 受付にて、ご本人が出席者名簿に記入、もしくは CPD カードリーダーに通して下さい。 

当日 CPD カードを持参、登録番号が分かるよう、ご用意をお願いします。 
 

9．受講証明書    
研修会終了後、受講者に「受講証明書」を交付いたします。代理者の受講は、認められません。 

 

10．持 参 物 受講券(本会から FAX します)、筆記用具、ＣＰＤ会員証他 （昼食は当協会で準備致します） 

 

11．時 間 割 

標準時間 項目(内容) 講師 

9：30～10：00 受     付 事務局 

10：00～10：05 
（5 分） 

挨拶、受講説明 
（一社）佐賀県建築士事務所協会 

 会長  内 田  要 

10：05～10：45 
（40 分） 

 
第１章 
 建築士事務所の業務と展望 
建築士事務所の責務と倫理 
建築士事務所と建築市場をめぐる課題  

（一社）佐賀県建築士事務所協会 

     会長   内田 要 

10：45～10：55 休     憩 10 分 

10：55～12：05
（70 分） 

 
第２章 
これからの建築士事務所経営 

  設計・監理業務の流れ 
  事務所経営と継承・人材育成  

（一社）佐賀県建築士事務所協会 

     副会長  大家 和義 

12：05～13：05 昼     食 60 分 

13：05～14：15 
（70 分） 

 
第３章 

建築技術の新しい動向 

変化する社会的ニーズ・期待  

（一社）佐賀県建築士事務所協会 

     副会長   坂田 富士光 

14：15～14：25 休     憩 10 分 

14：25～15：25 
（60 分） 

 
第４章 

トラブル対応とリスク管理 

建築士事務所賠償責任保険の事故例に学ぶ  

有限会社日事連サービス 

専務取締役 辻  哲朗   

15：25～15：35 休     憩 10 分 

15：35～16：05 
（30 分） 

「地域編」 佐賀県から情報提供 

「法令編」 建築士事務所の運営管理に関する法令 

佐賀県県土整備部建築住宅課 

技師  岡本 美姫 

16：05～16：15 休     憩 10 分 

16：15～16：35
（20 分） 

理解度確認チェック  

16：35～16：50 
受講証明書の交付 

閉会挨拶 

（一社）佐賀県建築士事務所協会 

 副会長  大家 和義 

 

 

 

 

【申込先及び問合せ先】一般社団法人佐賀県建築士事務所協会 

〒840－0041 佐賀市城内 2－2－37（建設会館内） 

電話：0952－22－3541 ＦＡＸ：0952－22－3668 

Email:skkjk41@poem.ocn.ne.jp 

 


